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明石市大久保町 西区平野町堅田字栗町 田 16,090円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
162 1,609 

寺岡　茂喜 笹川　義彦

明石市大久保町 西区平野町堅田字中井 田 31,230円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
256 3,123 

寺岡　茂喜 笹川　八重子 西区平野町堅田字中井 田 32,280円／１筆

257 3,228 
神戸市垂水区西舞子 西区平野町堅田字北西山 田 5,000円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

1155 430 
中野　信吾 政井　修

明石市大久保町 西区平野町中津字堂ノ上 畑 23,200円／１筆 賃貸借権設定 普通畑として利用
2895 1,984 

寺岡　茂喜 山口　正也 西区平野町中津字堂ノ上 田 7,400円／１筆 水田として利用
2913 637 

神戸市西区岩岡町 西区平野町印路字矢ノ谷 田 使用貸借権設定 水田として利用
2635 769 

竹本　久保 柴田　美智代

西区岩岡町古郷字古知庵 田 4,800円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

301-６ 512 
安福　長次 稲冨　久美子 西区岩岡町古郷字古知庵 田 9,000円／１筆

神戸市西区玉津町 301-７ 958 
西区岩岡町古郷字古知庵 田 19,600円／１筆

竹内　英子 301-８ 2,072 
西区岩岡町野中字福吉 田 11,100円／１筆
271-26 1,188 
西区岩岡町野中字福吉 田 1,300円／１筆
271-27 147 
西区伊川谷町小寺字上ノカイチ 田 2,900円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

381 148 
西区伊川谷町小寺字上ノカイチ 田 9,000円／１筆

382 452 
西区伊川谷町小寺字上ノカイチ 田 6,000円／１筆

388 304 
明石市大久保町 西区平野町中津字堂ノ上 畑 使用貸借権設定 普通畑として利用

2915 1,000 
寺岡　茂喜 青山　節子

神戸市西区岩岡町 西区平野町印路字矢ノ谷 田 8,000円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
2619-１ 648 

竹本　久保 芝地　幸男

神戸市西区岩岡町 西区岩岡町印路字下四ツ塚 田 使用貸借権設定 水田として利用
93-２ 2,814 

竹本　久保 西区岩岡町岩岡字西嶋 田
286-２ 1,061 
西区岩岡町岩岡字谷北 田
413-１ 9.14 
西区岩岡町岩岡字谷北 田

413-２ 475 
西区岩岡町岩岡字谷北 田
413-３ 465 
西区岩岡町岩岡字谷北 田
413-４ 700 
西区岩岡町岩岡字大道星 田
497-１ 1,162 
西区岩岡町岩岡字大道星 田
497-２ 1,105 
西区岩岡町岩岡字大道星 田
497-３ 585 

神戸市西区岩岡町 西区岩岡町野中字福吉 田 玄米30kg／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
400-６ 703 

正谷　美智代 前田　和哉 西区岩岡町野中字福吉 田 玄米30kg／１筆

神戸市西区岩岡町 400-７ 713 

前田　和寛

神戸市西区岩岡町 西区岩岡町岩岡字前場 田 20,000円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
2548 2,158 

藤原　和幸 高橋　ひとみ

明石市西新町 西区岩岡町野中字尾崎 田 100,000円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
616 2,223 

山口　祐基 青木　政信

西区押部谷町押部字今井 田 玄米60kg／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

796 1,452 
西区押部谷町押部字西ノ垣内 田 21,000円／１筆

858 2,298 
西区押部谷町押部字西ノ垣内 田 玄米30kg／１筆

859 777 
西区押部谷町高和字溝田 田 26,570円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

539-１ 2,657 
西区押部谷町高和字溝田 田 9,140円／１筆

591-２ 1,828の内914
西区押部谷町高和字西畑 田 13,350円／１筆

1231 1,335 
西区押部谷町高和字溝田 田 9,140円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

591-２ 1,828の内914
西区押部谷町高和字コロソ 田 32,580円／１筆

735 3,258 

明石市大久保町 西区平野町中津字堂ノ上 畑 15,400円／１筆 賃貸借権設定 普通畑として利用
2884 1,308 

寺岡　茂喜 寺岡　清文

西区押部谷町和田字清水 田 10,000円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用
112 1,071 

吉田　昭 石垣　重信 西区押部谷町和田字西ノ谷 田 18,000円／１筆
771 1,800 
西区神出町田井字ヌタノ池 田 5,260円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

765-２ 526 
芦田　賢太郎 竹中　宏一 西区神出町田井字ヌタノ池 田 16,020円／１筆

765-３ 1,602 
西区神出町宝勢字谷北 田 14,190円／１筆

3975 1,419 
西区神出町宝勢字谷北 田 14,100円／１筆

3986 1,410 
神戸市西区神出町 西区神出町紫合字長割 田 使用貸借権設定 水田として利用

136-１ 1,850 
中西　良光 柴田　美穂

西区平野町慶明字東原 田
324 2,551 

西区岩岡町岩岡字坂ノ下 田 使用貸借権設定 水田として利用
654-148 877 
西区岩岡町岩岡字坂ノ下 田
671 2,114 
西区岩岡町岩岡字坂ノ下 田
673-１ 859 

明石市材木町 令和５年４月１日 令和５年12月20日
までに借賃の全額
を甲の住所へ持参
する。

令和６年３月31日

姫路市広畑区小坂 令和５年４月１日 令和５年12月20日
までに借賃の全額
を甲の住所へ持参
する。

令和６年３月31日

神戸市西区平野町 令和５年４月１日 令和５年12月20日
までに借賃の全額
を甲の住所へ持参
する。

令和６年３月31日

神戸市西区平野町 令和５年４月１日
令和６年３月31日

明石市大久保町 令和５年４月１日 令和５年12月20日
までに借賃の全額
を甲の住所へ持参
する。

令和６年３月31日

神戸市西区上新地 大阪府大阪市浪速区戎本町 令和５年４月１日 令和５年12月20日
までに借賃の全額
を甲の住所へ持参
する。

令和６年３月31日

神戸市西区伊川谷町 明石市太寺 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
指定する預金口座
へ振り込む。

令和８年３月31日

明石市松が丘 令和５年４月１日
令和８年３月31日

清水　寛二 大森　義夫

和田　直幸

神戸市垂水区星が丘 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
指定する預金口座
へ振り込む。

令和８年３月31日

神戸市西区岩岡町 令和５年４月１日

神戸市西区岩岡町 令和５年４月１日
令和８年３月31日

毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全量を甲の
住所へ持参する。

令和８年３月31日

神戸市西区岩岡町 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和10年３月31日

毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
指定する預金口座
へ振り込む。及び
全量を甲の住所へ
持参する。

令和10年３月31日
大中　優義 田口　泰子

神戸市西区岩岡町 本公告日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和９年３月31日

神戸市西区北山台 神戸市西区押部谷町 令和５年４月１日

神戸市西区押部谷町 神戸市西区押部谷町 令和５年４月１日

毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和10年３月31日
三ツ江　泰啓 川本　昭生

神戸市西区押部谷町 神戸市西区押部谷町 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和10年３月31日
川端　良輔 川本　昭生

神戸市西区大沢 神戸市西区押部谷町 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和15年３月31日

明石市大久保町 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和10年３月31日

神戸市西区井吹台東町 神戸市西区神出町 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和15年３月31日

神戸市西区神出町 令和５年４月１日
令和15年３月31日

水田として利用 毎年度12月中に乙
の指定する方法で
支払う。

令和15年３月31日
公益社団法人ひょうご農林機構 渡辺　美由紀
理事長　寺尾　俊弘

神戸市中央区下山手通５丁目７－18 神戸市西区長畑町 令和５年２月28日 25,510円／１筆 賃貸借権設定

理事長　寺尾　俊弘

神戸市中央区下山手通５丁目７－18 神戸市西区岩岡町 令和５年２月28日
令和15年３月31日

公益社団法人ひょうご農林機構 入江　和彦
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神戸市公告 

  農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定に基づき、農用

地利用集積計画を次のように定めたので、同法第 19 条の規定により公告します。 

令和５年２月 20 日 

   神戸市              

代表者  神戸市長  久 元 喜 造 

 

１  利用権の設定を受ける者の氏名及び住所 

    別表のとおり 

２  前項に規定する者が利用権の設定を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 

    別表のとおり 

３  第１項に規定する者に前項に規定する土地について利用権の設定を行う者の氏名及び

住所 

    別表のとおり 

４  第１項に規定する者が設定を受ける利用権の種類、内容（土地の利用目的を含む。）、

始期、存続期間並びに借賃及びその支払の方法 

    別表のとおり 

５  第１項に規定する者が設定を受ける利用権の条件 

    別表に定めるもののほか、次に定めるところによる。 

  (1) 借賃の支払猶予 

      利用権の設定を行う者（以下「甲」という。） は、災害その他やむを得ない事由の

ため、利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。） が借賃の支払期限までに借賃

の支払をすることができない場合は、相当と認められる期日までその支払を猶予する。 

(2)  借賃の減額 

    利用権の設定を受ける土地（以下「目的物」という。） が農地である場合において、

別表に定める借賃の額が災害その他不可抗力により、30％を超える損害を被った場合、

乙は、甲に対して借賃の減額を請求することができる。  

  減額されるべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、その協議が調わないと

きは、神戸市が認定した額とする。 

(3)  解約権の留保の禁止 

    甲及び乙は、別表に定める利用権の存続期間の中途において解約する権利を有しな

い。ただし、特別の事情があるときは、あらかじめ市と協議の上、所定の手続きを経

て解約することができる。 

(4)  転貸又は譲渡の禁止 

    乙は、目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはならない。 

(5)  修繕及び改良 

ア  甲は、乙の責めに帰すべき事由によらないで生じた目的物の損耗について自らの

費用と責任において修繕する。ただし、緊急を要するときその他甲において修繕す

ることができない場合で甲の同意があったときは、乙が修繕することができる。こ

の場合において、乙が修繕の費用を支出したときは、甲に対してその償還を請求す
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ることができる。 

イ  乙は、甲の同意を得て、目的物の改良を行うことができる。ただし、その改良が

軽微である場合は、甲の同意を要しない。 

(6)  租税公課等の負担 

  ア  甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。 

  イ  乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和 22 年法律第 185 号）に基づく共済掛金

及び賦課金を負担する。 

  ウ  目的物に係る土地改良区の賦課金、水利費その他の費用については、甲及び乙が

別途協議するところにより負担する。 

(7)  目的物の返還 

  ア  利用権の存続期間が満了したときは、乙は、その満了の日から７日以内に、甲に

対して目的物を原状に回復して返還する。ただし、災害その他の不可抗力、修繕若

しくは改良行為による形質の変更又は目的物の通常の利用によって生じる形質の変

更については、乙は、原状回復の義務を負わない。 

イ  乙は、目的物の改良のために支出した有益費については、その返還時に増価額が

現存している場合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は増加額（土地改良

法（昭和 24 年法律第 195 号）に基づく土地改良事業により支出した有益費について

は、増価額。以下同じ。）の償還を請求することができる。 

    ウ  イにより有益費の償還請求があった場合において甲及び乙の間でその支出した額

又は増価額について協議が調わないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認定

した額を、その支出した額又は増加額とする。 

    エ  乙は、イによる場合その他法令による権利の行使である場合を除き、目的物の返

還に際し、名目のいかんを問わず返還の代償を請求してはならない。 

(8)  利用権に関する事項の変更の禁止 

    甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めるところにより設定される利用権に関

する事項は変更しないものとする。ただし、甲、乙及び市が協議の上、真にやむを得

ないと認められる場合は、この限りでない。 

(9)  利用権取得者の責務 

乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに従い、目的物を効率的かつ適正に

利用しなければならない。 

(10) 契約の解除 

甲は、乙が該当土地を利用していないと認められる場合には貸借契約を解除するも

のとする。 

(11) 利用状況の報告 

乙は、当該農用地の利用状況については、毎事業年度の終了後３月以内に農業委員

会あてに農地法施行規則第 60条の２に定めるところにより報告しなければならない。 

(12) 市長による勧告   

市長は、次のいずれかに該当するときは、乙に対して相当の期限を定めて、必要

な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

ア   乙が目的物において行う耕作（又は養畜）の事業により、周辺の地域における
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農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。 

イ  乙が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定

的に農業経営を行っていないと認めるとき。 

ウ 乙が法人である場合にあっては、乙の業務を執行する役員のいずれもが乙の行う

耕作又は養畜の事業に常時従事しないとき。                                  

(13)  市長による農用地利用集積計画の取消 

市長は、次のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、この農用地

利用集積計画のうち当該部分に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る

部分を取り消すものとする。 

ア  乙がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、甲が賃借

権又は使用貸借権の解除をしないとき。 

イ  乙が(12)の勧告に従わなかったとき。                                                                                             

(14) 貸借が終了した場合の原状回復 

貸借が終了したときは、乙が、その終了の日から 30 日以内に、甲に対して当該

土地を原状に復して返還する。乙が原状に復することができないときは、甲が原状

に回復するために要する費用を乙が負担する。ただし、天災地変等の不可抗力又は

通常の利用により過失が生じた場合及び修繕又は改良により変更された場合は、こ

の限りではない。                     

(15) 違約金の支払い 

甲の責めに帰されない事由により貸借を終了させることとなった場合には、乙が、

甲に対し賃借料の１年分に相当する金額を違約金として支払う。                    

(16)  その他 

      この農用地利用集積計画に定めのない事項及びこの農用地利用集積計画に関し疑

義が生じた事項は、甲、乙及び市が協議して定める。 
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別表（解付）

現況地目

認定面積 ㎡

西区玉津町二ツ屋字松ノ内 田 11,200円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

348 1,394 

代表取締役　大皿　一寿

神戸市西区井吹台北町 西区平野町西戸田字福地 田 3,480円／１筆 賃貸借権設定 水田として利用

92 183の内87

浅田　泰史 田中　英美 西区平野町西戸田字福地 田 6,520円／１筆

93 1,840の内163

毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
指定する預金口座
へ振り込む。

令和９年３月31日

株式会社　ナチュラリズム 大皿　三男

神戸市西区平野町 本公告日

借賃の支払の方法
土 地 の 所 在 地

開始年月日
終了年月日

貸　借　料
作　　　物

神戸市西区二ツ屋１丁目16－２ 神戸市西区二ツ屋 令和５年４月１日 毎年12月20日まで
に当該年度に係る
借賃の全額を甲の
住所へ持参する。

令和10年３月31日

利用権の設定をうける者（乙） 利用権を設定する者（甲）

利 用 権 を 設 定 す る 土 地 設定する利用権
権利の種類

（備　　考）
内容(土地の

利用目的を含む)
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神戸市公告 

 平成 25 年３月７日付けで締結した御影山手まちづくり協定を令和５年３月７日付けで変更

したので、神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（昭和 56 年 12 月条例第 35 号）

第９条第４項において準用する同条第３項の規定により公告します。 

令和５年３月７日 

神戸市長 久 元 喜 造  
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神戸市公告 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第72条第１項の規定により、次のとおり公開による意見の聴

取を行いますので、関係人で御意見のある方は、御参集ください。 

令和５年３月７日 

神戸市長 久 元 喜 造 

 

１ 建築協定の名称 

舞多聞西３丁目てらいけ地区建築協定 

２ 建築協定区域の位置 

神戸市垂水区舞多聞西３丁目１番１号 他  

３ 公開による意見の聴取の開催日時 
  令和５年３月20日（月） 
  15時30分から16時00分まで 
４ 公開による意見の聴取の場所 

神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号 

三宮国際ビル６階 

建築住宅局602会議室 

５  連絡先 

神戸市中央区浜辺通２丁目１番30号 

神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課 

電話(078)595-6555 
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神戸市水道局職員安全衛生委員会規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 令和５年２月 20日  

神戸市水道事業管理者   山   本   泰   生                 

神戸市水道管理規程第 23号  

神戸市水道局職員安全衛生委員会規程の一部を改正する規程  

 神戸市水道局職員安全衛生委員会規程（昭和 63年３月水道管理規程第８号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。   

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（調査審議事項）  （調査審議事項）  

第３条  委員会は、次に掲げる事項を

調査審議し、水道事業管理者（以下

「管理者」という。）に意見を述べ

ることができる。  

第３条  委員会は、次に掲げる事項を

調査審議し、水道事業管理者（以下

「管理者」という。）に意見を述べ

ることができる。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) ブロック委員会及び本局安全衛

生委員会並びに検討委員会の報告

及び意見の調査審議に関すること。 

(4) ブロック委員会、本局安全衛生

委員会及び中部庁舎安全衛生委員

会並びに検討委員会の報告及び意

見の調査審議に関すること。  

(5)、 (6) ［略］  (5)、 (6) ［略］  

（調査審議事項）  （調査審議事項）  

水 道 局
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第 14条  職場委員会は、次に掲げる事

項を調査審議し、ブロック委員会（本

局安全衛生委員会においては委員

会）に意見を述べることができる。  

第 14条  職場委員会は、次に掲げる事

項を調査審議し、ブロック委員会（本

局安全衛生委員会及び中部庁舎安全

衛生委員会においては委員会）に意

見を述べることができる。  

(1)～ (6) ［略］ (1)～ (6) ［略］

別表第２  職場安全衛生委員会  別表第２  職場安全衛生委員会  

委員会の

名称  

構成する事業所等  委員長  

［略］  ［略］  [略 ] 

本局安

全衛生

委員会  

経営企画課  

技術企画課  

営業課  

配水課  

経営企

画課長  

 

 

 

 

  

委員会の

名称  

構成する事業所等  委員長  

［略］  ［略］  [略 ] 

本局安

全衛生

委員会  

経営企画課  

技術企画課  

配水課（本庁に勤務

する職員）  

経営企

画課長  

中部庁

舎安全

衛生委

員会  

営業課  

配水課（中部庁舎に

勤務する職員）  

営業課

長  

備考  ［略］  備考  ［略］  

附  則  

 この管理規程は、令和５年２月 27日から施行する。  




